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《研究ノート》

１．はじめに

1－1　研究の背景

　2021年、英国の観光行政を所管するデ

ジタル・文化・メディア・スポーツ省（以

降、DCMS）（１）は、今後３年間でイング

ランドの DMO の再編と合理化に向けた

抜本的構造改革を行うと発表した（２）。イ

ングランドには150もの DMO が乱立

し（３）、まるで乱雑なパッチワークキルト

（小さくカットした布をつなぎ合わせる

手縫いの技法（４））のようで、複数のDMO

が同一エリアを重複しているなど多くの

問題を指摘した（５）。DCMS 担当大臣は、

「DMOにシンプルな構造を取り戻すため

の改革的なリストラだ」とし（６）、イング

ランドの観光行政を所管するビジットイ

ングランドのドゥ・ボワ会長に DMO の

構造改革案を可及的速やかに提出するよ

う命じた。そして、提出された調査報告

書「ザ・ドゥ・ボワ・レビュー」（以降、

調査報告書）の検証を踏まえ、イングラ

ンドでは新たな DMO 認証制度「ローカ

ル・ビジターエコノミー・パートナーシ

ップ・プログラム（以降、LVEP 認証制

度）」が確立した。イングランド北東部で

は試験的取組も行われている。

1－2　研究の目的と意義

　本稿の目的は、これまでのイングラン

ドの DMO の問題点や課題等を整理した

上で、新たに確立したLVEP認証制度と、

現在進行中の試験的取組を考察すること

である。現在、日本では DMO の機能強

化に向けた議論が高まりを見せ、観光庁

は英国を含む諸外国の DMO 制度を研究

している（７）。しかし、LVEP認証制度は

開始したばかりで注目されることが少な

い。したがって、速報性や新規性の観点

から、今こそ、このことを詳らかにする

大きな意義がある。

1－3　研究の手法

　既述のとおりLVEP認証制度の歴史は

浅く、筆者が知る限り、日本には先行研

究が存在しない。したがって本稿では

DCMSや、英国政府観光庁、ビジットイ

ングランドなど英国政府公式資料（全文

英語）を中心とした資料・文献調査を進

める。現在発足しつつある各ローカル・

ビジターエコノミー・パートナーシップ

（以降LVEP）の公式資料や報道資料など

も積極的に活用する。

２．イングランドにおける DMO の歴史

的変遷

　英国は単一国家であるが、正式国名は

グレートブリテン及び北アイルランド連

合王国で、連合王国とはイングランド、

スコットランド、ウェールズを意味する。

近年、英国では政府機関の地方分散（イ

ングランドのバーミンガム市中心）が加
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速しているが（８）、多くはロンドンに集中

している。本稿の議論の対象はイングラ

ンドである。LVEP 認証制度を掘り下げ

る前に、中央政府と連合王国 DMO・国

家 DMO との関係性や、イングランドの

地域 DMO の歴史的変遷と課題等を整理

する。

2－1　中央政府と連合王国 DMO・国家

DMO との関係性

　英国の文化行政にはアームズレングス

の原則（アームズレングスとは腕の長さ

の意、以降ALP）が存在し、中央政府は

文化を主力分野とする国家機関に補助金

を支給するが、その使い道や中身は個別

の専門機関に任せ、政府は適度な距離を

置き、介入すべきではないという一貫し

た原則である（９）。つまり、「政府は、金

は出すが口は出さない、但し結果を出せ」

ということである（10）。ALP の適用を受

けるのがアームズレングス機関（以降

ALB）と呼ばれ、文化・観光・芸術・歴

史遺産・映画・スポーツなどの国家機関

で連合王国DMO（英国政府観光庁）や、

国家 DMO（ビジットイングランド）も

該当する。ALBは企業社会と同様に競争

原理を導入し、徹底した目標管理制度に

基づき、戦略的な事業を推進する。この

ため ALB の従業員は公務員と呼ばれる

人材ではなく、職務明細書で公募された

目標を成することができる専門人材で固

められる（11）。このように英国では連合王

国 DMO や国家 DMO は ALB としての

存続意義があり、補助金を受けながら国

家的な事業を推進している。次にイング

ランドの地域 DMO を見る。

2－2　イングランドの地域 DMO の歴史

的変遷

　1969年、観光開発法が王室に裁可され、

連合王国 DMO とイングランド、スコッ

トランド、ウェールズの国家 DMO（イ

ングリッシュ・ツーリスト・ボード、以

降、ETB、スコティッシュ・ツーリスト・

ボード、ウェルシュ・ツーリスト・ボー

ド）が誕生した。1970年、ETBは広大な

地域（日本の面積の３分の２）を効率的

にマーケティングするためイングランド

を11エリアに区分けし、地域 DMO の原

形となるリージョナル・ツーリスト・ボー

ド（地方観光局、以降、RTB）を置いた。

RTB は ETB から補助金（運営費全体の

８～９割）を受け、担当エリアに特化し

た観光プロモーション事業を行った（12）。

補助金と同額の50％を民間企業等が負担

するマッチファンド制度の中で、会費や

広告費などの事業収入（全体の１～２割）

の獲得にも力を入れた（13）。

　1997年、ブレア首相（当時）は地域開

発法に基づき、行政主導で地域経済開発

を図る機関、地域開発局（リージョナル・

デベロプメント・エージェンシー、以降

RDA）を新設し（14）、イングランド各地に

「地域開発・事業者の競争力強化・雇用の

活性化」を担う９つの出先機関を作り、

その中に地域 DMO の機能を置いた（15）。

事業の重複解消のため11箇所の RTB は

閉鎖され、イングランド国家 DMO は連

合王国 DMO に吸収された（16）。2003年、

RDA の主力目標に「観光開発戦略と責

任」が加わると、RDA は毎年550万ポン

ドの補助金を受けるようになり、地域

DMO はこれまで以上に観光プロモーシ

ョンに力を入れた。2009年、イングラン

ド国家 DMO はビジットイングランドと

して連合王国 DMO から独立した。

　2010年に発足したキャメロン政権（当

時）は、地域経済開発の方針を行政主導

から民間主導に一転し、RDA と地域

DMO を解体した。代わりにイングラン

ドの38箇所に半官半民の地域経済パート

ナーシップ（ローカル・エンタプライズ・

パートナーシップ、以降 LEP）を置い

た（17）。地域経済活性化の手段として観光

を捉え、各LEPが地域DMOの役割を担

った。しかし、「観光開発戦略と責任」を

大義名分とした補助金が打ち切られ、何

十年にも渡り、公的資金に依存してきた

地域 DMO は自力で乗り越える必要に迫

られた。政府からの支援や干渉を受けず、

主体的に事業を推進し、観光事業者を中

心に会費や広告費など安定的な資金調達

や財政基盤の確立にも成功するようにな

った。ところが2019年に発生した新型コ

ロナウィルス感染症（以降、パンデミッ

ク）の影響で、観光事業者が大打撃を受

け、多くの地域 DMO が財源を失い、人

員削減や閉鎖などに追い込まれた。政府

はようやく地域 DMO が置かれている深

刻な状況に気づき（18）、2021年、既述のと

おり、DCMSがイングランドの地域DMO

に対する抜本的構造改革を発表した。

2－3　イングランドの地域 DMO の課題

（ビジットイングランドの調査報告書）

　調査報告書（全83ページ）には、イン

グランドの地域DMOの現状と課題等や、

高度なパフォーマンスを発揮する DMO

の取組みや戦略（ビジット・オックスフ

ォードシャーなど）、DMOの存在意義に

関する各種ヒアリング調査結果、DMO

の制度設計が確立している国（アメリカ、

カナダ、ドイツ、スペイン、スウェーデ

ン、日本、スコットランド、ウェールズ）

の実例などが詳細にまとめられている。

なお、同じ英国のスコットランドとウ

ェールズが調査対象となったのは、各国

家 DMO のリーダーシップのもと古くか

ら厳格で高度な制度設計が行われている

からである。調査報告書では、イングラ

ンドの地域 DMO は、長年に渡り政府か

ら放置されてきた、適切な補助金や支援

を受けてこなかった、体系的な DMO の

制度設計が作られてこなかったことが根

本的な原因だと結論づけ、詳細で具体的

な改革案が示された（19）（20）。

2－4　調査報告書に対するDCMSの回答

　DCMS は、調査報告書を検証し、「改

革案は、明確で首尾一貫し、説得力があ

り、政府に大きなチャレンジを投げかけ

た」と高く評価し、多くの改革案を受け

入れると約束し、今後イングランドの地

域 DMO がビジターエコノミーの活性化

を図る法人に生まれ変わると示唆し

た（21）。なお、ビジターエコノミーは、英

国では新しい用語で、グローバル社会に

おける英国の国際競争力の向上や、来訪
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者が及ぼす地域経済や地域価値の向上の

重要性が議論される中、重要テーマとな

った（22）。ビジターエコノミーは、国家戦

略のレベリングアップ政策とも親和性が

極めて強く、英国の喫緊の国家優先課題

といわれる。レベリングアップ政策とは、

ジョンソン首相（当時）が掲げた理念で、

「英国の国家全体が成功するために、英国

中のすべての地域と人の可能性を実現

し、独自の強みを生かし、個人と企業の

機会を広げ、すべての地域の文化を賞賛

し、そうすることで英国の経済はより強

く、より平等で、より強靭となり、人々

の暮らしはより長く、より良くなる」（23）

という思想である。2021年にはレベリン

グアップ政策・住宅・コミュニティ省が

新設されている。

　DCMS担当大臣は、この構想を実現す

る上で、調査報告書に掲げられた「DMO

の構造体制・資金調達モデル・行き過ぎ

た断片化」は大きな障壁となり、改善が

必要だと結論づけた。

３．LVEP認証制度の研究（調査研究１）

3－1　調査概要

　ビジットイングランドが作成した

「ローカル・ビジターエコノミー・パート

ナーシップ・プログラム（全文英語）」を

活用する（24）。LVEP認証制度の全容を詳

らかにし、イングランドの関係者に申請

や活用などを呼びかけている。LVEP の

意義やこれまでの経緯などが体系的に、

誰にでも理解できるような平易な表現で

記されている。

3－2　LVEP 認証制度の説明書

3－2－1　イントロダクション

　LVEP 認証制度の書き出しは次のよう

に始まる。

　「グレートな（偉大な）デスティネーシ

ョンというものは、観光だけでなく、生

活や仕事にも最適な地域である。デステ

ィネーションが強力なリーダーシップと

ガバナンスを発揮し、うまくマネジメン

トすれば、ビジターエコノミーを持続的

に拡大することができる。デスティネー

ションがプレイスシェイピング（25）に力を

入れ、居住者に寄り添い、プレイスを広

い視点で捉えると、居住者のシビックプ

ライドは高まり、新たな投資を呼び込み、

居住者のクオリティオブライフの向上に

つながる。ベストな状態でマネジメント

されたデスティネーションは、世界から

高度人材が集まり、イノベーションが起

き、付加価値のある雇用が生まれる。ビ

ジットイングランドは、新たな国家認定

制度のLVEP認証制度を確立した。この

先、LVEP 認証制度の大枠の中で、イン

グランドの各デスティネーションは屈強

なリーダーシップとガバナンスを発揮

し、官民と緊密な連携を図り、マネジメ

ントとプランニングの両輪を推進するこ

ととなる。」

　このことから、新たに発足する英国の

DMOは、「観光地域づくり法人」と呼ば

れる日本の DMO と異なり、観光だけに

特化するのではなく、地域社会や地域住

民に寄り添いながら、地域の包括的なビ

ジターエコノミーの拡大や、イノベーシ

ョンの推進、高度人材の獲得、雇用の増

加などを目指していることがわかる。

3－2－2　LVEP 認証制度導入の背景

　LVEP 認証制度は、DCMS に提出され

た調査報告書「ザ・ドゥ・ボワ・レビ

ュー」の検証を踏まえ作られた。イング

ランド全域のビジターエコノミーのポテ

ンシャルを最大限に引き出すために、地

域ごとにビジターエコノミーを活性化す

るための国家的なアプローチが必要だ。

政府はビジターエコノミーの拡大には

DMOの存在が不可欠だと認めているが、

これまで見られた DMO の構造体制や資

金調達モデル、過度な断片化は改善の余

地があると指摘された。これを受け

DCMSはビジットイングランドに新たな

DMO の認証制度、LVEP 認証制度を確

立するよう求めた。

3－2－3　LVEP 認証制度の概要

　LVEP 認証制度では、３階層が適用さ

れる。ローカル・ビジターエコノミー・

パートナーシップ（LVEP）、デスティ

ネーション・デベロップメント・パート

ナーシップ（DDP）、デスティネーショ

ン・オーガニゼーション（DO）である。

LVEP は国の登録法人となりビジットイ

ングランドがLVEP認定基準に基づき選

定する。戦略思考や高度な実行力が必須

要件で、国内市場及び国際市場でのプレ

ゼンスを高める。国家目標や国が掲げた

スケジュールに基づきビジットイングラ

ンドや政府・自治体と緊密な連携を図り

事業を推進しなければならない。LVEP

登録法人は、他のLVEPや自治体、企業

と連携を図り、管轄するエリアを指揮し、

マーケティングとマネジメントを行う。

イングランド全域に合計40箇所の LVEP

登録法人が置かれる予定だ。登録法人に

なると政府の特別なサポートや資金的な

支援を受けることができる。

　DDPは広域エリアを管轄し、LVEPの

中から管理能力や統率力のある法人が選

ばれる。イングランドのビジターエコノ

ミー戦略や政府の政策に基づき、広域エ

リア全体のビジターエコノミーを活性化

するため、優先すべき事項や目標を定め

る。戦略目標を達成するために DDP は

政府から補助金を受ける。具体的にはジ

ョインドアップ・アプローチ（複数部門

が連携し全体で整合性の取れた方法で目

標達成する手法）、スキル、サステナビリ

ティ、アクセシビリティ、レベリングア

ップ政策、対内投資、ビジネス・イベン

ト、新製品・サービス開発、データ収集

と分析の分野である。現在、ノースイー

スト・イングランドで試験的取組が行わ

れているが、成功すれば政府はイングラ

ンド全域に15から20の DDP を指定する

予定だ。

　DO は来訪者やローカル（カウンティ

やシティ以下の行政単位）社会などに根

差した活動などに特化する。生活者に寄

り添い、デスティネーションのマーケテ

ィングやマネジメントや、事業者との関

係性の構築、来訪者に満足度の高いエク

スペリエンスを提供するためのプロダク

トやサービスの開発、インフラの整備を
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行う。DO は担当の LVEP 登録法人と緊

密 な 連 携 を 図 ら な け れ ば な ら な い。

LVEP が示したデスティネーション・マ

ネジメント・プランやスケジュールを把

握し、ビジターエコノミーの優先すべき

事項や目標に即した活動を行わなければ

ならない。加えて LVEP 登録法人は DO

とのエンゲージメントを深め、LVEP 認

証制度の枠組みで DO をサポートしなけ

ればならない。

3－2－4　LVEP 認証制度の目標

　LVEP 認証制度がイングランドのビジ

ターエコノミーの環境を大きく変え、

LVEP 登録法人がビジターエコノミーの

中心的な役割を担う。LVEP 認証制度の

目標が６つある。１．ビジットイングラ

ンド、DCMS、国家機関との間に強固な

国家戦略関係の構築、２．資金調達を積

極的に行い、財源を多様化し、ダイバー

ス・ガバナンスを重視し、LVEP 登録法

人の経営基盤の確立と安定、３．ビジター

エコノミーの地域戦略や目標を定めジョ

インドアップ・アプローチによって最高

のパフォーマンスを発揮、４．サステナ

ビリティ、アクセシビリティ、ビジネス

サポートの拡大、データに基づくアプ

ローチを重視、５．プレイスシェイピン

グの強化（来訪者、事業者、環境、居住

者にプラスに働き、自治体や事業者との

良好な関係性構築の促進）、６．LVEP登

録法人の従業員のスキルや専門能力の向

上である。

　LVEP 登録法人はデスティネーション

やビジターエコノミーに大きな影響を与

える力を持つ必要がある。さらにビジネ

スや企業に関し幅広い専門知識をもち、

業種業界問わず適切なアドバイスやサ

ポートを行わなければならない。地域の

企業と強力な絆を形成するだけでなく、

安定的に外部資金やリソースも確保す

る。

3－2－5　LVEP 登録法人のベネフィット

　LVEP 登録法人は英国政府観光庁やビ

ジットイングランドの公式デスティネー

ションパートナーとなり、国が掲げる国

家優先課題や国家戦略の実質的なタスク

フォースとなる。加えて、LVEP 登録法

人は政府内でも適宜共有されるため、ビ

ジターエコノミーの拡大や、国家戦略の

レベリングアップ政策などに意欲的に取

り組む法人として理解され、信頼性が高

まる。

　LVEP登録法人のベネフィットは、１．

英国政府観光庁やビジットイングランド

主導のマーケティング活動やプレストリ

ップ、トレードミッション、ビジネスイ

ベントに優先参加できる。２．英国政府

観光庁とビジットイングランドの助成金

事業の応募資格が付与される。３．英国

政府観光庁とビジットイングランドの専

門的なアドバイスが受けられる（ディス

トリビューション、アクセシビリティ、

サステナビリティ、ビジネスサポート、

マーケティング領域）。４．イングランド

のサステナブル・ビジターエコノミー事

業やコンシューマー・ブランド事業のタ

スクフォースとして貢献できる。５．他

のLVEP登録法人とのネットワーキング

を通し、各種課題解決やラーニング、ベ

ストプラクティスを共有することができ

る。６．国の登録法人として中央政府・

国家機関・全国自治体との強固な関係性

を構築することができる。LVEP 登録法

人の公式ロゴの使用が認められる。

3－2－6　LVEP 認証制度の認定基準と申

請方法

　LVEP 登録法人になるためには２つの

基準を満たす必要がある。はじめにコア

基準である。経営基盤が安定し、高度な

パフォーマンスを発揮できる実行力や戦

略思考能力を証明しなければらない。次

の基準をすべて満たし、その根拠も申請

時に示す。１．管轄エリア（カウンティ

やシティ、リージョン）を決める。他の

LVEP 登録法人がすでに管轄したエリア

との重複は認めない。なぜビジターエコ

ノミーに注目するのか明確な理由を示

す。２．官民連携プラン、デスティネー

ション・マネジメント・プラン、観光戦

略プランを作成する。３．管轄エリアの

マネジメントやマーケティングの課題を

把握する。４．管轄エリアの重要キーパー

ソンと連携を図る。５．自治体からの理

解を得る。６．企業からファンドレイジ

ングできる高い能力がある。７．経営が

安定し、レジリアンスがあり、公的資金

を誠実にマネジメントする。８．管轄エ

リア内の DO や、管轄エリア外の他の

LVEP とも連携を図る。

　次にグロース基準である。グロース基

準はビジターエコノミーをパワーアップ

する基準である。国家戦略との連動や、

関係機関との連携強化によって、より大

きなインパクトを及ぼす。LVEP 登録法

図表１：イングランドの新 LVEP 認証制度の階層
出典：VisitEngland（2023）をもとに筆者作成
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人は次のことに取り組まなければならな

い。１．外部資金を増やし、資金源を多

様化する、２．チームのスキルを高める、

３．ガバナンスがビジターエコノミーの

向上につながることを理解する、４．包

括的なビジネスサポートや、オファーを

開発し、事業者に提供する、５．レベリ

ングアップ政策、アクセシビリティ、サ

ステナビリティといった国家戦略や国家

優先事項に忠実に従う、６．各種調査統

計やデータを活用し、地域のビジターエ

コノミーを把握する手法を開発し、得ら

れた結果は必要に応じてビジットイング

ランドに報告する。

3－2－7　LVEP 認証制度における KPI と

効果測定（パフォーマンス・メジャメ

ント）

　LVEP 認証制度の成功には効果測定が

不可欠だ。収集したインサイトは、事業

の貴重なエビデンスとなり、地域・国の

ステークホルダーに有用な情報として、

LVEP 認証制度の擁護者や理解者を増や

すことにもつながる。何らかのトラブル

が起きた場合、軌道修正としても役立つ。

最初は、LVEP 登録法人ごとにローカル

に即した手法を作成して構わないが、相

乗効果が期待できる全国統一的な手法を

模索している。現在検討中のKPIは、獲

得財源の金額、外部の資金の多様化、事

業者からのビジネスサポート件数、ス

テークホルダーとのエンゲージメントの

質、専門教育を受け、新たなプロダクト

開発に成功したLVEP登録法人のスタッ

フの人数である。四半期ごとに簡易レビ

ューを行い、年度末には年次レビューを

行う。事前に掲げた年度計画に対して、

どれほどの成果を達成したのか報告でき

るように、事前にアクションプランや

KPI の数値目標も決めておく必要があ

る。LVEP 登録法人が事前に掲げたアク

ションプランやKPIを達成していない場

合、ビジットイングランドと改善策を練

る。改善が見られない場合、LVEP 登録

法人の認定が取り消されることがある。

3－2－8　LVEP 認定までのプロセス

　LVEP 認定までのプロセスを紹介す

る。各プロセスでビジットイングランド

に相談し、フィードバックを受ける。認

定が確定した段階で、ビジットイングラ

ンドと諸条件や給付金額などと合意し、

契約を交わす。再提出や他のLVEP候補

との調整が必要だと判断した場合、別途、

指示を与える。不合格となった場合、申

請者は異議を申し立てることができる。

１．申請者はビジットイングランドに意

思表明を行い、ビジターエコノミーの規

模、管轄するエリアの詳細、協力を得ら

れるステークホルダーの詳細等の基本情

報を提出する。２．提出書類をビジット

イングランド地域開発責任者が確認し、

一定基準を満たしていると判断すれば、

残りの申請書類や手続き等の詳細を伝え

る。３．これまでのことに関しすべての

証拠書類を提出し申請する。４．ビジッ

ト イ ン グ ラ ン ド が 最 終 評 価 を 行 い、

LVEP 認証制度委員会（DCMS、ビジッ

トイングランド諮問委員会メンバー、ビ

ジットイングランド）で審議し、LVEP

のステータス（LVEP、DDP、DO）を決

める。５．通知。ビジットイングランド

が申請者に最終決定を通知し、今後の手

順を知らせる。

　以上、LVEP 認証制度の内容を詳らか

にした。現在、イングランド北東部で

LVEP 認証制度の試験的取組が行われて

いる。次章ではこのことを研究する。

４．ノースイースト・イングランドにお

ける LVEP 認証制度の試験的取組（調

査研究２）

4－1　ノースイースト・イングランドの

概要と試験的取組の選定理由

　ノースイースト・イングランドは260万

人の大都市圏を有し、歴史的名所からコ

ンテンポラリーカルチャー、自然景勝地

まで多様な観光資源に恵まれ、世界文化

遺産の「ハドリアヌスの長城」や「ダー

ラム城・大聖堂」が存在する。同地域に

おける観光産業の規模はイングランドで

第４位（54億ポンド）で、観光従事者数

（58,000人）は第３位である。こうした状

況にも関わらず、ノースイースト・イン

グランドの来訪者（国内観光客・外国人

観光客）と観光消費額はイングランドで

最下位である。他方、大規模イベントを

収容するインフラが多く、将来的に交通

輸送が拡大し、国家戦略のレベリングア

ップ政策に協力的で、官民パートナーシ

ップに意欲的である。こうした理由から

同地域が試験的取組先に選ばれた。

4－2　デスティネーション・ノースイー

スト・イングランド（DNI）

　2023年、DCMS から225万ポンドの補

助金を受け３年間契約の試験的取組が始

まった。目標は10年後の2033年までにビ

ジターエコノミー（2023年時点52億ポン

ド）を103億ポンドに倍増し、25,000人の

雇用を新規創出し、居住者が「ノースイー

スト・イングランドこそが我が故郷」と

誇ることができるレベルまでシビックプ

ライドを高めることである。

　イングランド初のLVEP登録法人とし

てニューカッスル・ゲーツヘッド・イニ

シアチブ（以降、NGI）、ビジット・ノー

サンバーランド、ビジット・カウンティ・

ダーラムが選ばれ、NGI が DDP に指定

された。NGI は2000年に設立され、イン

グランド北部最大都市のニューカッスル

（人口約30万人）と、タイン川対岸の都市

ゲーツヘッド（人口約12万）、及び周辺都

市の大都市圏における観光・投資の拡大

を目標とし、ニューカッスル・ゲーツヘ

ッドが観光、学び（留学）、仕事、投資先

として最高のデスティネーションである

ことを世界に発信し、来訪・投資を促進

し、居住者のベネフィットとなる雇用・

機会を創出し、次の世代まで住み続けた

いと思われる地域作りを目指してい

る（26）。NGI は「デスティネーション・

ノースイースト・イングランド（以降、

DNE）」のブランド名を使用しながら、

LVEP 登録法人のビジット・ノーサン

バーランドや、ビジット・カウンティ・

ダーラム、行政のサンダーランド市議会、

ノースタインサイド議会、サウスタイン
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サイド議会、ノースイースト合同行政機

構の７つの機関をうまくマネジメントし

ながら、イングランド北東部全域のビジ

ターエコノミーの活性化を図ることをも

目標としている（27）。

4－3　地域経済支援とポテンシャル開発

支援

　DNE は地域経済支援とポテンシャル

開発支援に力を入れている（28）。地域経済

支援は次の条件を満たした事業（既存ま

たは新規事業）に対して補助金が支給さ

れる。プロダクト・デベロプメント、イ

ノベーション、スキル、企業や部門を越

えた連携やエンゲージメント、リジェネ

ラティブ・ツーリズム（29）、ビジネス・イ

ベント、トラベルトレード（旅行業界に

特化したマーケティング活動）である。

こうした支援によって、地域企業が取引

先・顧客やビジネスを惹きつけ、イノベー

ションを起こし、生産性や収益、レジリ

エンスを高めるという強い信念がある。

ポテンシャル開発支援は、新しいことに

果敢に挑戦する企業をサポートする支援

である。DNEは、自ら、世の中の変化を

敏感に察知し、新しいことに積極的に取

り組み、デスティネーションの競争力や

持続力を高めていると公言し、地域企業

に対しても同様のアプローチを強く求め

ている。スキル、アクセシビリティ、サ

ステナビリティ、レベリングアップ政策

が支援の対象となる。

4－4　マーケティング機会の提供サービ

ス

　DNEは、エリア内の企業とエリア外の

企業に対し、ビジターエコノミー活性化

につながる各種マーケティング機会を積

極的に提供している。エリア内の企業に

は５つのサービスを提供している。具体

的には１．ノースイースト・イングラン

ドの現状・課題やマーケティング・イン

テリジェンスの共有（手法はポッドキャ

スト、ウェビナー、対面）、２．各種キャ

ンペーンや各種イベントを企画し、タイ

アップ（無料や有料）参加の呼びかけ、

３．リジェネラティブな産業創出（ビジ

ネスがサステナブル、インクルーシブ、

アクセシブルとなるための支援）、４．国

内競争力の強化とグローバル市場でのプ

レゼンス強化、５．トラベルトレードの

策定と実施である（30）。そして、エリア外

の企業に提供するサービスは、１．対内

投資の促進、２．大型イベントやビジネ

ス・イベントの企画・誘致である。

　これらの各種取組がホームページや、

ソーシャルメディアなどのオウンドメデ

ィアや、ニュースや記事などのあーどメ

ディアをとおして地域・地域外に積極的

に発信されている。

4－5　成果

　試験的取組は2026年まで継続するが、

DNEはアウトカム（直近の成果）を公表

している（31）。１．すでにビジターエコノ

ミーに６％の成長が確認されている、２．

これまで問題視されていた DMO の構造

体制や行き過ぎた細分化が大きく改善

し、他のLVEPにも応用可能だと判断す

る、３．DNE、DCMS、ビジットイング

ランドで作り上げた DNE モデルは将来

のLVEPの資金調達の礎となる、４．政

府が試験的取組を最終的に成功と判断す

れば、他の LVEP に DNE モデルを可及

的速やかに適用できる、としている。

５．結論

5－1　研究調査の結果

　本稿ではイングランドの地域 DMO の

これまでの問題点や課題等を整理した上

で、LVEP 認証制度の概要と試験的取組

を見てきた。これまでイングランドの地

域 DMO は政府から干渉を受けず、日本

のような認証制度設計もなく、それぞれ

の DMO が自律的に独自の事業を行って

きた。ビジット・オックスフォードシャー

など卓越したパフォーマンスを発揮する

DMO が生まれた半面、150もの DMO が

パッチワークキルトのように乱立した。

パンデミック禍に、DMO に多くの問題

が一気に表面化し、DCMSは、これまで

の「干渉せずに距離を置く」姿勢から、

「距離を縮め干渉する」姿勢に一転した。

本研究をとおし、２つのことが明らかに

なった。

　第１は、イングランドの地域DMOが、

観光法人からビジターエコノミー法人へ

と変化している事実である。DCMS担当

大臣が、ビジターエコノミー法人である

ことを自覚するために「DMO」の使用を

取り止めるように呼びかけていることか

らも明白だ。DNEの実質的な試験的取組

を見ると観光に特化した事業が少なく、

地域企業支援事業やマーケティング機会

提供事業等が目立った。まさにこのこと

が、LVEP 認証制度の冒頭で示されたよ

うに、「グレートな（偉大な）デスティ

ネーションというものは、観光だけでな

く、生活や仕事にも最適な地域で（中略）

うまくマネジメントすれば、ビジターエ

コノミーを持続的な拡大が可能だ。デス

ティネーションがプレイスシェイピング

に力を入れ、居住者に寄り添い、プレイ

スを広い視点で捉えると、居住者のシビ

ックプライドは高まり、新たな投資を呼

び込み、居住者のクオリティオブライフ

の向上につながる。ベストな状態でマネ

ジメントされたデスティネーションは、

世界から高度人材が集まり、イノベーシ

ョンが起き、付加価値のある雇用が生ま

れる」という強い信念があるからだ。

　第２は、LVEP 認証制度では、これま

で問題視されてきた「DMOの構造体制・

資金調達モデル・行き過ぎた細分化」を

非常に巧妙に解決に導いている点であ

る。乱立していた150のDMOから、高度

な戦略思考や実行力のある40法人だけに

LVEP の認証を付与し、さらに高度なマ

ネジメント力のある LVEP に DDP を任

せるという方策である。これがDCMS大

臣が指摘する「改革的なリストラ」であ

る。これまで地域 DMO は資金調達先を

観光事業者に依存しすぎた。パンデミッ

ク禍と同じ轍を踏まないために、ビジ

ターエコノミー法人化し、観光業だけに

捉われるのではなく、幅広い業種業界と

の連携を必須とした。結果的に資金調達

源の多様化にもつながった。政府は試験
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的取組の直近の成果の中で、他の LVEP

にも有効な資金調達モデルだとしてい

る。多岐に渡る企業との円滑な連携には

共通目標や共通言語となるKPIが欠かせ

ない。LVEP 認証制度の KPI は、財源の

増収額や、外部資金の多様化、ビジネス

サポート件数、ステークホルダーとのエ

ンゲージメントの質といった極めて普遍

的な指標しか示されていない。日本の

DMO に珍しくない「観光客数」や「宿

泊者人数」などのKPIが掲げられていな

い。観光業には大きな意味のある指標で

あっても、それ以外では大きな意味を持

ちにくいのかもしれない。

5－2　今後の課題

　DCMS は、「ビジターエコノミーは観

光客、生活者、ビジネスパーソン、投資

家を惹きつけ、居住者のシビックプライ

ドを醸成する力がある」とし、「ビジター

エコノミーのタスクフォースこそが

LVEP である」と力強いメッセージを発

信している（32）。このようにDMOが従来

型の観光法人からビジターエコノミー法

人化する傾向は、英国に限らずニュー

ジーランドやオーストラリアなど世界で

も広がりつつある（33）。アメリカなど諸外

国では、こうしたことはプレイス・ブラ

ンディング（34）や、デスティネーション・

スチュアードシップ（35）といった文脈の中

でも活発に議論されている。日本では高

まりを見せているとは言えないため、世

界各国の DMO の動向を注視する必要が

ある。国連世界観光機関（UNWTO）は

「DMOの組織力強化のためのガイドライ

ン」の中で、各国・地域 DMO には独自

のやり方があるのは事実だとしつつも、

世界共通で適用できる有効な枠組みの導

入を奨励している（36）。

　DNE の試験的取組では、NGI が DDP

となり、自地域のみならず、ライバルの

北部や南部エリアをも管轄し、広域エリ

ア全体のビジターエコノミー活性化に向

けてリーダーシップを発揮していた。日

本に例えると、東京都がDDPとなり、東

京都に加えて埼玉県や神奈川県を管轄

し、各 DMO と連携を推進するような図

式である。一見、野心的で大胆ともいえ

るこのような手法が定着するのだろう

か。うまくいけば政府はイングランド全

域に15から20の広域ビジターエコノミー

圏が生まれることになる。引き続き、試

験的取組を注視する必要がある。

　LVEP 認証制度は、これまでのイング

ランドの DMO の問題点や課題等を踏ま

えて、非常に巧妙に作られていた。しか

し、DNE の実質的な試験的取組を見る

と、レベリングアップ政策やスキル、ア

クセシビリティといった、首相が掲げる

国家優先課題や国家戦略などが随所に散

りばめられていた。「○○もビジターエコ

ノミーとはいえなくもない、ビジターエ

コノミーといえるので○○はLVEPの仕

事」といった理屈で事業領域が拡大する

とフォーカスが定まらない。政治的な道

具として機能しないか危惧するところで

もある。

　日本で DMO の機能強化に向けた議論

が高まる中、本稿が速報性や新規性の観

点から一助となることを願う。
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